
住第１９６８号

令和７年11月28日

登録住宅改修業者 各位

兵庫県まちづくり部住宅政策課長

住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく指定研修のご案内

平素より本県住宅行政について、ご理解をいただきありがとうございます。

さて、この度、下記の「令和７年度 リフォーム工事での法適合及び建築金物の講習会」

を住宅改修事業の適正化に関する条例第13条第３項に規定する研修として指定しましたの

でお知らせします。

研修の受講を希望される方は、別添チラシをご覧いただき、申込先へお申し込みください。

なお、研修に関するお問い合わせ（詳細・申込等）につきましては、下記または別添のチラシ

に記載のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

記

１ 名 称：令和７年度 リフォーム工事での法適合及び建築金物の講習会

２ 日 時：令和８年２月２日（月）14：00～16：00

３ 会 場：兵庫県中央労働センター 大ホール

４ 参 加 費：１人 3,000円（税込み）

５ 備 考：11月 27日開催の「令和７年度 リフォーム工事での法適合及び建築金

物の講習会」と同一の内容になります。

研修受講者数は、90名程度を予定としています。

６ 問い合わせ先：兵庫県建築士事務所協会事務局 078-351-6779

研修に関することは、上記の問い合わせ先にお願いします。

※住宅改修業者登録制度では県民が安心して住宅リフォームを行うことができる環境の整

備を目的としていることから、登録住宅改修業者の皆様に県が指定する研修の機会を設

けています。

※今回実施する上記セミナー以外にも研修を指定した場合には、下記の県 HPに掲載すると

ともに登録住宅改修業者の皆様にもご案内させていただきます。

【兵庫県ホームページ（住宅改修業者登録制度）】

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd27_000000032.html

【参考】住宅改修事業の適正化に関する条例（抜粋）

（登録住宅改修業者の遵守事項）

第13条

３ 登録住宅改修業者は、定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する

研修を受け、又はその従業者に当該研修を受けさせるよう努めなければならない。

【指定研修の問い合わせ先】

兵庫県建築士事務所協会事務局

TEL：078-351-6779

【住宅改修業者登録制度の問い合わせ先（研修内容以外）】

兵庫県 住宅政策課 住宅行政班 佐伯

TEL：078-341-7711（内線 75527）



令和 7年 12月吉日
兵庫県住宅改修業者登録制度指定研修 ※１１月２７日に開催したものと同一内容の講習会です

令和７年度「リフォーム工事での法適合及び建築金物の講習会」開催のご案内

建築士事務所並びに住宅改修業者にとって、実務に際して必要となる知識と法規制に関する理解

を深めて頂き、適正で質の高い住宅改修の推進を目的としたセミナーです。

あわせて、近年の法改正や耐震改修に関連する最新動向の情報提供も行いますので、この機会に

ぜひ、ご受講下さい。（建築 CPD認定プログラム）
主 催 一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会

開催日時 令和 8年 2月 2日（月）開講 14：00～16：00（受付開始 13：30～）

受付期間 令和 8年 1月 23日（金）必着
定員（90名）

開催会場 兵庫県中央労働センター 大ホール

神戸市中央区下山手通 6丁目 3-28
TEL (078)341-2271

受講対象 住宅改修に携わる建築士事務所

並びに住宅改修業者(関係者を含む)

受 講 料 ひとり３，０００円（税込）※受講料は当日受付で徴収します

(一社)兵庫県建築士事務所協会会員(正会員、賛助会員)は受講料無料
講習内容

科 目 講習時間

＜第一部＞増改築工事における法適合について
講師：指定確認検査機関 株式会社ジェイネット

本社確認検査部 丸岡孝久
①建築基準法改正に伴いリフォーム工事で確認申請が必要となる案件について
法改正により従来不要であった工事が申請対象となるケースを紹介し、
具体的な対応事例を解説

②増改築工事の法適合について
増築工事の可否判断、既存部分の法適合及び省エネ適合案件の解説

７０分

(14:00～15:10)

休 憩 １０分

＜第二部＞耐震改修に有効な建築金物について

講師：株式会社タナカ 大阪副支店長 村田典行

柱頭柱脚金物をはじめとする最新の耐震改修金物の紹介と設計・施工時の

注意点等を解説

４０分

(15:20～16:00)

※講習内容や当日の講師については一部変更となる場合がございます

＜当日ご参加の際は本状をご持参下さい＞

参 加 申 込 書

※下記参加申込書を、メールまたはＦＡＸにて令和 8年 1月 23日(金)までに当会までご送付下さい。

事務所名・社名 出席者氏名 連絡先(TEL) 登録住宅改修
業者の有無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

兵庫県建築士事務所協会事務局 TEL.078-351-6779
FAX.078-371-7913
E-mail info@hyogo-aaf.org


